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中央防災会議議事次第 
 

平成１３年１月２６日 

場所：官邸大客間 
                          

１．開会 
 

２．会長挨拶 
 

３．議題 

 （１）中央防災会議運営要領の改正について 
 

 （２）報告事項 

   ① 中央省庁再編後の政府の防災体制について 
        

   ② ２０００年の主な災害について       

イ 有珠山噴火災害 

ロ 三宅島噴火及び新島・神津島地震災害 

ハ 東海豪雨災害 

ニ 鳥取県西部地震 
  

  ③ 阪神・淡路地域の復興状況について 
                       

   ④ 被災者の住宅再建支援検討委員会の報告について 
 

   ⑤ 会長専決事項について 
 

 （３）今後の災害対策について  
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 日本消防協会会長 德 田 正 明 

    

  以上 26名 



 
 

中央防災会議 組織図（平成 13 年 1 月 6 日～） 
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【役割】 
○ 防災基本計画及び地震防災計画の作成及びその実施の推

進 
○ 非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成及びその実
施の推進 

○ 内閣総理大臣・防災担当大臣の諮問に応じての防災に関
する重要事項の審議（防災の基本方針、防災に関する施策
の総合調整、災害緊急事態の布告等）等 

○ 防災に関する重要事項に関し、内閣総理大臣及び防災担
当大臣への意見の具申 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

中央防災会議における内閣総理大臣指示事項 

平成13年1月26日（金） 
 

第１  災害発生直後には、国、地方公共団体、関係機関

等の様々な災害情報を迅速に収集・集約し、これを全

体で共有し、その中から的確な情報を意思決定者に伝

達し、果断な意思決定を行えるようにすることが、被

害の軽減を図る上で何よりも重要であることから、政

府の防災情報体制を中心に、新省庁の体制の下でのわ

が国の防災体制について、改めて点検し、充実させる

こと 
 

第２  従来から大地震発生の切迫性が高いと言われてい

る南関東や東海地域などについて、対策状況の再点検

を行い、地方公共団体、関係機関等との連携を一層密

にし、実効性のある広域的防災体制を確立すること 
 

第３ 特に東海地震については、大規模地震対策特別措

置法の成立以来四半世紀が経過しており、その間の観

測体制の高密度化・高精度化や観測データの蓄積、新

たな学術的知見等を踏まえて、地震対策の充実強化に

ついて検討すること 
 
 

（参考） 

なお、第３の東海地震対策については、中央防災会議に専門調

査会を設置して、検討を開始することが決定された。 
 


